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地域歳末たすけあい配分実施要領 

 

（目的） 

第１条 新たな年を迎える時期に福祉サービスを必要とする人など誰もが地域おい

て孤立することなく自分らしく安心して暮らすことができる福祉のまちづく

りを図るものである。 

 

（配分の対象） 

第２条 市町社会福祉協議会が実施する支援を必要としている者の歳末の見舞金品

及び歳末時期を中心とした地域福祉サービス事業とする。 

 

（対象外経費） 

第３条 配分事業について次の経費は対象外とする。 

（１）役員会、総会、大会経費および職員の人件費等、会の運営に要する経費 

（２）他団体から委託を受けた事業の経費補填 

（３）会報・機関誌、旅費に関わる経費 

（４）その他、社会福祉を目的とする事業と認めがたい事業の経費 

    

（配分額） 

第４条 配分額は地域歳末たすけあい募金の市町実績額とする。 

 

（申請） 

第５条 当該事業の申請は、市町共同募金委員会を経由して三重県共同募金会に申

請書を提出するものとする。 

 

（事業の時期） 

第６条 地域歳末たすけあい募金のうち歳末見舞金品は当該年度とし、地域福祉サ

ービスは当該年度、または翌年度において事業を実施することができる。 
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 ２  事業の実施時期は１２月から１月に実施するものとする。但し、三重県共

同募金会の承認を得て、１１月、２月にも実施することができる。 

 

（変更申請） 

第７条 三重県共同募金会配分要綱（以下、配分要綱という。）第１２条に規定す

る変更申請事項は次のとおりとする。 

（１）事業費が２０％以上変更する場合   

（２）事業を中止する場合 

（３）配分額が申請額を超える場合 

 

（補則） 

第８条 三重県共同募金会配分要綱及びこの実施要領に規定のないことについて

は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要領は平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は令和２年４月１日から施行する。 

２ 第３条（対象外経費）第３号及び第６条第２項は令和３年度配分申請から適用 

する。 


